
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             令和03年02月03日

計画の名称 霧島市における区画整理による安全・快適なまちづくり（第３期）

計画の期間   令和０３年度 ～   令和０６年度 (4年間) 重点配分対象の該当

交付対象 霧島市

計画の目標 浜之市地区は、霧島市南部の錦江湾に面しており、施行区域を横断する国道10号と隼人港を中心に発展してきた既成市街地である。地区内の道路は狭く、隼人港付近については宅地規模の小さい過密住宅地である。

土地区画整理事業の手法により、都市計画道路、区画道路及び公園等の公共施設の都市基盤施設と、宅地を総合的かつ一体的に整備することで土地利用の増進を図り、居住環境良好な市街地の形成と健康で文化的な生活を

営める住宅地の供給を目標とする。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                 378  Ａ                 378  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

R3 R5 R6

   1 施行区域における安全で豊かな生活を実現する成果目標として，緊急車両がアクセス可能な宅地の面積を11.5ha(R3)から13.2ha(R6)に拡大。

施行区域内における緊急車両がアクセス可能な宅地の割合を算出する。 87％ 96％ 100％

（安全で豊かな生活が可能な宅地面積の割合）＝緊急車両がアクセス可能な宅地面積（評価時）／宅地面積（施行後）(％)

   2 施行区域における快適で利便性の高い生活を実現する成果目標として，公園を利用しやすい宅地の面積を11.5ha(R3)から13.2ha(R6)に拡大。

施行区域内における親子が徒歩１０分で公園を利用できる宅地の割合を算出する。 87％ 96％ 100％

（快適で利便性の高い生活が可能な宅地面積の割合）＝徒歩１０分で公園を利用できる宅地面積（評価時）／宅地面積（施行後）(％)

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む － 避難確保計画の策定 避難行動要支援者名簿の提供

1 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R03 R04 R05 R06 R07 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-001 街路 一般 霧島市 直接 霧島市 区画 － 浜之市地区（（都）日当

山線外）

区画整理　A＝18.7ha 霧島市  ■  ■  ■  ■         378 2.13 －

 小計         378

合計         378

1 案件番号： 



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

R03 R04

配分額 (a)                      11                      10

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0

交付額 (c=a+b)                      11                      10

前年度からの繰越額 (d)                      28                      11

支払済額 (e)                      28                      21

翌年度繰越額 (f)                      11                       0

うち未契約繰越額(g)                      11                       0

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                    28.2                       0

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

仮換地指定について、地権

者との協議に不測の日数を

要したため。

1 案件番号： 



（参考様式）参考図面（社会資本整備総合交付金）

4603 霧島市における区画整理による安全・快適なまちづくり（第３期）

令和3年度　～　令和6年度　（4年間） 霧島市交付対象

計画の名称

計画の期間

A-1

浜之市地区



計画の名称：霧島市における区画整理による安全・快適なまちづくり（第３期）  　　

　１）上位計画等と整合性が確保されている。 ○

　　  整合を図っている上位計画名を記載。

  ２）広域的な道路計画や災害リスクが勘案されている。 ○

○

　２）地域の課題を踏まえた目標が設定されている。 ○

　１）指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。 ○

　１）十分な事業効果が得られることが確認されている。 ○

○

　１）計画・事業の熟度が十分である。 ○

　２）事業実施のための環境整備が図られている。 ○

○

⑤計画の具体性・円滑な事業執行の環境

　３）計画に記載された事業に関連する地方公共団体等の理解が得られている。

　１）数値目標や指標を用いるなど、客観的かつ具体的な目標となっている。

Ⅱ．計画の効果・効率性

③目標と事業内容の整合性等

④事業の効果

　２）他の事業との連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。

Ⅲ．計画の実現可能性

②目標の客観性・具体性・地域性

社会資本整備総合交付金 事前評価チェックシート
（道路事業）

Ⅰ．目標の妥当性

①上位計画との整合等

第二次霧島市総合計画


